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明も検討させていただきたいと考えております。 

○渋谷佐輔議長 ５番、平 進介議員。 

○５番 平 進介議員 議会との意見交換会の中

の話でありますので、ぜひ文書でお願いできれ

ばというふうに思います。よろしくお願いしま

す。 

 あと、複合施設でありますが、これについて

は、28年度に庁内のプロジェクトを立ち上げて、

市民、有識者による協議を重ねて、早急に検討

したいというふうなことでありますので、ぜひ

そうした形の中で進めていただければというふ

うに思っております。 

 以上で、一般質問を終わります。ありがとう

ございました。 

 

 

 今泉春江議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、順位７番、議席番号８番、

今泉春江議員。 

  （８番今泉春江議員登壇） 

○８番 今泉春江議員 おはようございます。日

本共産党の今泉春江でございます。 

 最初に、最近市役所に参りますと、とても気

持ちのよい思いをすることがあります。それは、

市役所の玄関を入りますと、総合案内と書かれ

た場所で、女性の職員がおはようございますと

挨拶をしてくださいます。緊張して玄関を入っ

てくる私は、ほっとして緊張も解け、すがすが

しい気持ちになります。また、帰りにもご苦労

さま、お疲れさまと声をかけてくれて、また気

持ちよく帰ることができます。これは私だけで

はなく、来庁した多くの方が感じ、市民の間で

評判になっています。 

 本来、総合案内の目的でおられるわけですの

で、その仕事はもちろんですが、ご挨拶をいた

だくことは市民サービスの精神からも大きな貢

献をしているのではないでしょうか。しばらく

椅子が低く、職員の顔しか見えなかったのです

が、足の高い椅子がやっと配置され、姿全体が

わかるようになりました。今後も総合案内を効

果的に続けていただければと思っております。 

 さて、通告しております質問をいたします。 

 最初に、ヨークベニマル長井店の撤退につい

てです。 

 ヨークベニマル長井店は、来年の２月に撤退

との報道があり、多くの市民の方々や従業員、

テナントの方がどうなるかと心配です。新聞報

道の大分前に、従業員やテナントの方には会社

から説明があり、私たちにも伝わっておりまし

た。ヨークベニマル長井店は、開店当初は年間

40億円の売り上げがありましたが、近年20億円

を切り、新しく小出店も開業しましたが、社会

状況も影響し、思うように営業は振るわず、２

店舗での赤字が出てるとの話が伝わっておりま

す。ここに来て２店舗の営業は限界とし、長井

店の撤退となりました。 

 ヨークベニマル長井店は、当初20年間の契約

で開業し、その後、５年、５年と３回の期間契

約をしてきたと聞いております。長井市もこの

最後の契約で５年間としてきたのですが、企業

ですので、採算が合わなければ当然撤退となる

わけですが、会社側から撤退について市にどの

ような話があったのでしょうか。契約履行につ

いてもどのような話になったのか、まずお聞き

します。 

 次に、この撤退で、入店してるテナントの

方々の考えはどうなのか、要望などが届いてい

るのかをお聞きします。もし撤退となれば、現

在の営業ができなくなり、売り上げはゼロとな

ります。さまざまな面で不都合が出てきて、経

営そのものも不安定になってしまいます。また、

現在70人の従業員がおります。この方々はどう

なるのでしょうか。 

 さらに、この店舗を利用している市民の方々
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はどのように思っているのでしょうか。長井店

は現在１日1,200人のお客様が来店しているそ

うです。長井市では、近年スーパーがまちなか

から外れたところに開業し、まちの中のスーパ

ーはヨークベニマル長井店だけとなりました。

以前には個人の商店もたくさんありましたが、

現在は数件になってしまいました。そのかわり、

コンビニがふえています。しかし、歩いてまち

なかで生鮮食料品を買い求めるには、数件の商

店やこのヨークベニマル長井店だけです。高齢

者や自転車、車の運転ができない方にとっては、

まちなかのお店が必要です。豆腐一つ求めるの

に郊外のスーパーまでは行けません。 

 近くの80代の女性は、お米やしょうゆなど、

重いものの買い物は遠くまでは行けない。どう

したらいいのか。タクシーはお金もかかるし、

使えない。困ったと言っていました。近くの自

営業者は、便利が当たり前と思って過ごしてき

た。今度はどうなるか心配と話されました。ま

た、足が悪く、ここまでは時々つえをついて来

られたが、なくなると大変困ると、こちらも80

代の男性。また、70代の女性は、自転車には乗

れるが、郊外までは無理など、特に高齢者の方

は深刻です。また、50代の女性の方でさえ、ま

ちなかで買い物ができなくなる。衣料品なども

あって助かっていた。近くて便利だった。これ

から心配などと話されていました。そして、皆

さんが同じような店が欲しいと要望をしており

ました。 

 長井市の一番中心地で、買い物ができない買

い物難民が発生してしまいます。この方々の声

や要望にどう応えていくのか、お伺いします。 

 さらに、現在長井市では、観光交流センター、

かわと道の駅建設や中心市街地活性化、また、

本町街路事業に取り組んでいます。しかし、こ

の撤退はこの計画に大きく影響してくるのでは

ないでしょうか。長井市にとって緊急かつ重大

問題です。長井市として、この問題をどう考え、

対処していくつもりですか。 

 また、撤退後の店舗はどうなるのでしょうか。

この建物は、タウンセンターが管理しています

が、現在ヨークベニマルでは月700万円の家賃

をタウンセンターに払っていると聞いておりま

す。ヨークベニマルは、このタウンセンターに

１億円の出資をしているとも聞いております。

さらに、土地も購入しており、それも同じくら

いの金額と聞いております。そのことも撤退す

るときに解決しなくてはなりません。このこと

も長井市としてどのように考え、市としてタウ

ンセンターに支援などを行う予定があるのでし

ょうか。 

 また、商工会議所などはどのように考えて対

処しようとしているのでしょうか。地元小売店

や地元スーパーなどが会議所の会員になってい

ますので、その方々とも話し合い、意見なども

お聞きしていくべきと思います。会議所と長井

市の間でどのような話し合いになっているので

しょうか。 

 これは、市民の暮らしと長井市政にとっても

重大な問題であり、どう対処なさるかをお伺い

いたします。 

 次の質問です。住宅新築、増改築補助事業、

長井市リフォーム補助事業について質問いたし

ます。 

 この補助金制度の利用状況を見ますと、平成

26年度は補助件数が182件、うち新築が34件、

新築、増改築補助金額3,309万1,000円、県の補

助は151件2,513万8,000円、補助対象工事金額

は14億3,820万3,856円となり、市民の暮らしと

業者の仕事確保に大きな役割を果たしてきまし

た。本年度は、11月17日現在で203件、うち新

築が47件、市の補助金が3,857万7,000円、県の

補助金は175件で3,007万1,000円となり、何と

対象工事金額は17億2,179万8,759円と報告され

ています。 

 市民や業者に宣伝が行き渡り、年々件数もふ
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え、利用者がふえて、また、金融機関などでも

この制度をお客様にお知らせし、自社への営業

にもつながっているとも聞いております。この

補助金制度によって業者への受注拡大、市民の

工事金額の軽減などのメリット、何よりも長井

市における大きな経済効果があります。この事

業は、多くの市民や事業者に大きく貢献いたし

ました。私はこの事業を大きく評価したいと思

います。 

 そこで、次年度もこの住宅新築、増改築補助

事業の継続をしていくべきと思いますが、いか

がでしょうか。 

 また、補助率ですが、改善が必要ではないで

しょうか。新築の補助金は当初より大幅に改善

されましたが、増改築は当初から工事金額の

５％となっており、その後、消費税が３％アッ

プとなり、今後10％となったときや、また、資

材や人件費などの高騰もありますので、そのよ

うな状況を見ても、補助率のアップをしていく

べきと思いますが、いかがでしょうか。市長の

お考えをお聞きいたします。 

 現在この補助金は、住宅部分だけが対象であ

り、店舗などは除外となります。ところで、長

井市では、中心市街地活性化やプラットホーム

事業などには、長井市の地元商店の協力が重要

です。しかし、商店は次々空き店舗化が進み、

せっかく本町街路事業が進む中、長井市の計画

とは逆の様子が見られます。このたび、長井市

起業・創業支援事業補助金ができました。これ

は空き店舗等への支援の制度です。しかし、現

在営業している既存建物への支援がなく、この

支援が必要です。 

 そこで、まちなか商店リニューアル助成事業

の新設を考えてはどうでしょうか。店舗改修、

備品への助成です。住宅リフォーム助成制度と

同様に、地域の工務店などの仕事おこしの効果

とともに、空き店舗化の防止、商店街の活性化

などが期待されます。店舗などでは、たばこの

煙を分ける仕切りをしたり、お客様のトイレや

洗面所の改修、また、飲食店などでは衛生設備

の改修や看板、外壁などの改修などでお客様の

増加を見込めます。 

 先進事例では、高崎市や北海道訓子府町や新

潟市も今年度から実施と聞いています。高崎市

の場合には、100万円を上限に、補助率は50％

です。制度に向けて市職員が直接商店に訪問、

約300件から経営課題などをヒアリングしたそ

うです。 

 県内ではまだ実施のところはありませんが、

ぜひ県内トップで取り組み、長井市の活性化に

大きく貢献できますことを期待します。市長の

お考えをお聞きします。 

 最後に、福祉灯油の助成事業について質問し

ます。 

 長井市では、この２年間、福祉灯油助成事業

を行ってきました。高齢者やひとり親世帯など

への助成となっています。昨年度までは灯油価

格が高かったので、助成制度で大変助かったと

多くの方からお礼の言葉が届けられました。こ

の福祉灯油助成事業も市民の生活に大きく貢献

しております。これも大きく評価させていただ

きます。 

 さて、現在灯油価格は安定していますが、冬

場の時期になると、需要がふえ、価格も上昇し

ていくかと思います。また、暖冬などの予想も

出ておりますが、暖冬といっても長井では暖房

なしでは過ごすことはできません。県の補助も

見ていかなければなりませんが、皆さんが待っ

ておられます。今年度も体も心も暖かくなる福

祉灯油の実現を希望いたします。 

 また、生活保護費の冬季加算が大幅に削減さ

れていますが、長井市ではどうでしょうか。生

活保護世帯には、冬季加算があるので、福祉灯

油は対象になりませんが、長井の厳しい寒さを

しのぐため、生活保護世帯にも助成が必要では

ないでしょうか。市長のお考えをお聞きいたし
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ます。 

 以上、壇上からの質問を終わります。（拍

手） 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 今泉春江議員からは大きく３点

いただいております。順次お答えさせていただ

きたいと思います。 

 まず、最初に、ヨークベニマル長井店撤退に

ついてということで、長井市との契約はどうな

っていたのかというご質問でございます。 

 長井市とヨークベニマルの間で契約行為はご

ざいません。ヨークベニマルが第２店舗、いわ

ゆる現在の長井小出店の建設計画が持ち上がっ

た平成23年に、本町においても継続して営業を

続けるということについて、万が一これを変更

せざるを得ない状況になった場合は、市及び関

係者等への事前予告、協議をすることを念書に

より約束しているということでございます。 

 今回の場合、市に対しては、決定後の報告、

しかも従業員やテナント会への２月撤退説明の

後というタイミングでございまして、これは11

月にこちらの求めに応じてこちらにお越しいた

だきました。これについては、まことに遺憾で

あり、長井店についての２月撤退の報告時に口

頭で抗議をいたしているところでございます。 

 なお、ヨークベニマル長井店の誘致の経過に

ついては、私が当時、商工観光課の職員で、当

時の斎藤市長とともに62年、３年だったでしょ

うか、初めごろに、ヨークベニマルの本社のあ

る郡山に出向いて、私も当時の大高善兵衛社長

とお会いして、要は本町の皆様の求めに応じて、

タウンセンターという構想を地元とヨークベニ

マルでつくって、最終的に市のほうがそれを誘

致するという形で来ていただいたのだと思いま

す。したがって、そのときからも契約行為とい

うのはございませんし、市のほうはあくまでも

民間の皆様の支援ということでかかわってきた

ということでございますので、契約ということ

はございません。 

 次に、撤退について、入店しているテナント

や店舗を利用している市民の声は、要望はどう

なのかということでございますが、テナント会

のほうからは、同施設での営業施設のご希望を

伺っておりますが、賃貸に関する契約について

は、ビルの所有会社とヨークベニマルの間のみ

の契約となっているとお聞きしております。つ

まり、テナント各店におかれましては、ヨーク

ベニマルとの契約ということでございます。 

 また、長井店で働いている従業員の方々は、

議員おっしゃるように、約70名とのことも、長

井公共職業安定所との情報共有をしている中で

お聞きしております。約70名の従業員の３月以

降の雇用につきましては、ヨークベニマルのほ

うで従業員それぞれの方から希望等をお聞きし

ながら、近隣の店舗、長井小出店、南陽、米沢

等の店舗への異動、そして、おおむね１割程度

の方々については、それぞれのご都合で２月末、

閉店をもって職を離れるとのことをお聞きして

おります。 

 なお、市民の方々からは、現在のようなスー

パーをぜひとのご意見、ご要望もお聞きしてお

ります。 

 次に、この撤退は、市の中心市街地活性化に

とって重大問題、長井市と商工会議所はどう考

え、対処していくのかということで、昨日、五

十嵐議員のほうからもご質問、ご提言などをい

ただきましたけれども、五十嵐議員のご質問で

もお答えしましたように、私どもとしては、市

と会議所は蚊帳の外に置かれているというのが

実態です。したがって、当事者のほうからは一

切、今まで接触がございません。むしろそのオ

ーナー会社、ビル会社のオーナーといいますか、

そちらのほうには私どもから電話といいますか、

連絡して、お越しいただいて、こういうことで

我々もさまざまな支援をする用意があるので、

ぜひご検討くださいとか、あるいは何かあった
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らぜひいろんな形でご意見やご要望などをいた

だきたいということを、もう早い時期に言って

おりますが、その後一切ございません。 

 実は、簡単に言えば、商工会議所と私どもは

困っていると。今泉議員言うように、市民の皆

様は非常に心配、不安をされております。ただ、

きのう申し上げましたように、これは民間の所

有物でございますので、私どもがどうのこうの

言える状況じゃございません。向こうから話が

あれば、いろいろさせていただくわけですが、

ただ、客観的に見て、１階と２階合わせて、今

泉議員おっしゃったように、うわさとして、賃

貸料が700万円だと聞いております。ですから、

長井市が入れるような賃貸料じゃないよなんて

いううわさも聞いておりますが、私どもとして

は、それでも市民の皆様がそのヨークベニマル

長井店、本町店があることによってやっぱり安

心して生活できるということであれば、それは

議会の皆様からもご理解をいただいて、それな

りのご協力はしなきゃいけないと。少なくとも

生鮮食品を扱うスーパーについては、幾らでも

方法があるだろうというふうに思っております。 

 というのは、今泉議員から詳しくございまし

たように、それなりの顧客がいらっしゃるわけ

ですね。もう1,200名いらっしゃるということ

は、もう賃料とか規模にもよるんでしょうけど

も、経営的には何とかなるんではないかなとい

うふうに思ってます。ただし、２階の衣料品も

含めてということになりますと、なかなか難し

いのかなというふうには思いますが、ですから、

そこのところは私どももいろいろ協力をしてい

きたいということでございます。 

 繰り返しになりますけれども、市街地の中央

部で食料品等を購入できなくなることは、高齢

者等の市民生活にとって大きな困難であると認

識しております。したがいまして、まず優先す

べきことは市民生活への必要を確保すべきであ

り、これが率直な市民の声でもあるんではない

かと考えます。建物の所有会社においては、五

十嵐議員のご質問にもお答えしましたように、

既に同様のスーパー等の誘致に向けて動きをし

ておられるということでございますので、随時

情報共有、情報交換等を行いながら、行政とし

て対応できる部分での動きをとっているところ

でございます。なお、会議所においても、行政

と同じような動きをとっているところでござい

ます。 

 市街地の中心部のにぎわいを失うことは、行

政や周辺商店等に対しても大きな影響があると

認識しておりますので、ビルの所有会社の新た

な動き等において、交渉の進捗状況を把握しな

がら、対応等について協議をしていきたいと思

っているところでございます。 

 なお、ご質問の中で、市としてタウンセンタ

ーに支援などを行う予定があるのでしょうかと

いうことについては、具体的にこちらから問い

かけはしてるんですが、ございませんので、そ

れを待ってということになるかと思います。 

 また、会議所と長井市の間でどのような話し

合いがなっているのかということでございます

が、先日も副会頭、専務ともお話ししましたが、

実に困ったもんだと。我々のほうでこれだけ言

っているのに、全然情報もいただけないと。そ

れから、方針もきちっと固まってないようだと。

ただ、何とか１階、２階の部分に新たな大手の

スーパーチェーンに入ってもらいたいという漠

然とした要望だけだと。具体的なアクションも

余り起こしていらっしゃらないというようなこ

とのようです。これを商工会議所のほうでおっ

しゃってました。 

 次に、２点目の住宅新築、増改築補助事業、

長井市住宅リフォーム補助事業についてお答え

を申し上げます。 

 議員のほうからは、事業の継続をということ

と、補助率の改善ということのご提言などもい

ただいておりますが、住宅新築、増改築補助事
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業及び長井市住宅リフォーム補助事業について

は、年々利用される方がふえておりまして、人

口減少の抑制や市への移住、定住促進に一定の

効果があったものと考えております。議員のほ

うからは、詳しく数字、件数等も上げていただ

きまして、評価いただいたということで感謝申

し上げたいと思います。 

 今後も市民の住環境の改善や関連事業者の受

注機会の確保など、地域経済を活性化させると

ともに、一層移住、定住人口の増加を図るため

に、平成28年度も引き続き取り組んでまいりま

す。 

 また、補正で今年度お願いいたしましたが、

新たな定住促進のための住宅、宅地の宅造事業

といいますか、これらについても、市内南中学

区と北中学区で２カ所ずつぐらい行いたいとい

うことで、４カ所、今また委員会などを構成い

たしまして、意見をいただきますが、そういっ

たことで、28年度のみならず、議会のほうから、

特に今泉議員などからもお勧めいただければ、

これはずっと続けていきたいというふうに考え

ております。 

 補助率の改善については、平成26年度から新

築補助金の限度額を５万円引き上げて、現在45

万円としておりますが、また、新築補助金の該

当条件にモデルハウスを含めるようにしたこと

など、見直しを行ってきましたが、増改築の部

分については、今後消費税のアップや資材費、

労務費等の上昇等の影響があるのではないかと、

議員ご指摘のとおり、感じておりますので、少

し状況を見てから判断していきたいなというふ

うに考えているところでございます。 

 続きまして、③の商店を対象に店舗改装や備

品の購入補助のリニューアル助成事業の新設を

考えてはどうかというご提言でございます。 

 ご提案の制度の創設につきましては、議員か

らもご紹介いただきましたけれども、高崎市の

制度を先行例として、新潟市などで創設されて

いるということも聞いておりますが、商業につ

きましては、各都市間で状況が少し異なり、そ

れぞれに適した効果的な方法があるのではない

かなと推測、推察しているところでございます。 

 現在長井市では、企業向けとして、立地基金、

企業立地基金を造成しておりまして、それぞれ

の、これは製造業が基本としておりますが、起

業設備投資をされた場合に補助金を交付させて

いただいております。これのいわゆる商業版等

をつくる必要があるというふうに認識したとこ

ろでございます。やはり経営として商店のほう

なさっておりますので、設備投資、あるいは備

品等は経常経費等々とか、あと減価償却という

ことで見られておりますので、どういった形が

いいのか、すぐにはお答えできなかったんです

が、ぜひ検討して、やっぱりそういったまちな

かの活性化、あるいは市内全体の商店の経営上、

支援するような、そういった制度の増設などを

検討してまいりたいというふうに思います。 

 最後になりますが、３点目の福祉灯油事業を

今年度も実施をすべきではないかというご提言

でございます。 

 灯油購入費助成事業、いわゆる福祉灯油事業

につきましては、昨日、宇津木議員のほうから

のご提言などもございましたが、今年度につき

ましても、県の助成制度の実施状況や時期を踏

まえて、現在のところ判断していきたいと考え

ております。 

 状況としては、昨日も申し上げましたように、

昨年、一昨年のように、灯油の単価が、ことし

は比較的安定して高値にはなってないという状

況がございますが、それでも消費税の問題やら、

あるいは年寄りの世帯がふえているということ

から、できますれば、私どもも支援は続けてい

きたいと思っておりますが、やはり県の動向な

どを見て、昨年度も県が補助するといったもの

の、全県の市町村がやっているわけじゃなかっ

たようなので、私どもとしては、県がそういっ
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た補助制度をする場合は、率先して長井市もそ

れに取り組みたいと考えております。 

 生活保護の生活扶助の冬季加算につきまして

でございますが、最低限度の生活維持に支障が

ないよう配慮しつつ、今年度見直しが実施され

ました全国一律だった支給期間が見直されまし

て、当地区では10月から４月までとなり、従来

より２カ月間延長され、当地域の実情が勘案さ

れたものと考えられますが、加算額は光熱費物

価の動向等を踏まえて、適正な水準になるよう、

減額の改正がされたものでございます。 

 生活保護制度は、国民の最低生活を保障する

最終のセーフティーネットとして創設されまし

て、保護基準が設定されているものでございま

すので、冬期間の灯油に係る費用についても、

生活扶助の冬季加算に含まれていると考えてい

るところであり、今まで実施してきたいわゆる

福祉灯油事業では支給の対象から外してまいり

ましたので、この点についてはご理解をお願い

したいというふうに思います。以上でございま

す。 

○渋谷佐輔議長 ８番、今泉春江議員。 

○８番 今泉春江議員 一番最初のヨークベニマ

ル長井店撤退について質問をいたします。 

 まず、きのうの五十嵐議員の質問、市長の答

弁、それからきょうの市長の答弁をお聞きいた

しました。やはりヨークベニマル長井店の撤退

というのは、市にとって今一番の問題じゃない

かと思います。そして、市のにぎわいというこ

とで、長井市では、先ほども申し上げましたけ

ども、中心市街地活性化、本町街路事業、観光

交流センターの開設ということも関連しまして、

非常にこれは今後のまちのにぎわいということ

にとっては重大な問題となります。やはりこの

問題というのは、来年の２月に撤退ということ

でありますので、緊急かつ本当に重要な問題だ

と私は認識しております。 

 ですから、やはり市のほうでも私たちだけで

なくて、市民の要望、地元の方々、テナントの

方々の声をお聞きしてると思います。ですから、

市としては、タウンセンターが建物を所有して

いるわけではございますが、やはり市としてど

うするのかと、この重大問題を主導権というか、

主導性をもって取り組むべきではないかと思い

ます。向こうから何も言ってこないからではな

くて、こちらからどうだこうだという、こうい

う方法もある。どういうことなのかということ

をこちらから問いかけていくということが重要

ではないんでしょうか。市長、いかがでしょう

か。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 何度もお答えしてますように、

こちらから応援しますよと、何をしたらいいで

すかと問いかけてるのに答えてくれないわけで

すから、それを民間の運営会社に私どもが乗り

込んでとやかく言っても答えてこなかったらし

ようがないんじゃないですか。 

 ただ、おっしゃることはわかります。この間

もヨークベニマルの本店からそれなりのお役職

の方がお越しになりましたけども、やっぱり私

どもみたいな小さいまちは、大手のスーパーさ

んからとれば、それだけ利益が上がらなくなっ

たら、もうそれは撤退すると、これは当然でし

ょうと。しかし、私どもとしては、やっぱりそ

れなりの筋を通してほしかったと。でも、あな

たみたいなところには頼らないと。やはり地元

の信頼できる会社と話し合いをしながら、負け

ませんよというような意味のことは申し上げま

した。ですから、本来は不買運動をしたいぐら

いですと。ちょっと余りにもひどいと。覚書を

全く、私と会社の社長名できちんとやってたわ

けですから、それをほごにしてるわけですね。

私どものほうからどうなってるんだと、市民が

困ってるからということで、呼びかけして、や

っと来たんですよね。もうとっくにもう４カ月

も５カ月前にも決まってたことを無視してたわ
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けですから、ですから、今泉議員が、いや、市

が悪いんじゃないか、市が悪いんじゃないか、

何でしないんだ。これはそれこそ、今泉議員か

らそういう運動を起こされたらどうですか。 

 我々行政としては、やはり以前いろんなこと

でも言いましたけれども、現在のタウンセンタ

ーさんの経営があるわけですから、それに経営

権を我々ないわけで、それに関与するというこ

とは、失礼な言い方をすると、私どもが場合に

よっては利益を侵したということで、損害賠償

の対象になるんですよ。これはご存じだと思い

ますけれども。ですから、それを勧められるん

ですか、今泉議員は。 

 ですから、私言ってるのは、そうじゃなくて、

こちらから働きかけて、商工会議所とも一緒に

なって、ぜひ一緒にやりましょうと言ってるに

もかかわらず、方針すら示してくれないと。あ

るいは誠意あるタウンセンター側のお話をテナ

ントの皆さん、あるいは地元の商店街の皆さん

にお話しなさってないわけです。そういったこ

とは非常に課題だと思って、それを市の問題だ

ということですりかえるのは、勘弁していただ

きたいなというふうに思います。 

○渋谷佐輔議長 ８番、今泉春江議員。 

○８番 今泉春江議員 市長、私、何も市が悪い

なんては言ってませんし、市が努力をすべきで

はないかと。確かに市長がおっしゃっているよ

うに、本当にヨークベニマルさんとの覚書の中

では、29年までですか、もっとあったわけです

から、私たちもそのように安心してたわけです

けども、非常にやっぱり市長のおっしゃるよう

に、こちらとしては、市としては、本当に憤慨

というか、これはおかしいんじゃないかという

こと、当然だと思います。ですから、このこと

も含めて、今後どうしたらいいのかということ

を、もう向こうで言ってこないんだ、私が考え

るには、タウンセンターそのものもこの撤退と

いうことに対してどうしていいかわからなくて、

手だてを今のところ何もしてないというか、意

思表示をしてないんじゃないかと思っておりま

す。ですから、市としても、市長がおっしゃる

ように、支援しますよ、何か要望ありますかと、

こちらが手を差し伸べているわけですから、当

然向こうでもそのことに対して、今いろいろと

検討なさっていると思います。 

 ですけども、やはり向こうが来るまで待つ、

商工会議所ももちろんこういうような状態で困

ってると。まちのにぎわいもどうなるのか心配

だと、こういうことですので、もうそうであっ

ても、こちらが、市が努力して、どうなんだ、

どうなんだと、こういうふうにすごく支援の、

具体的な支援の中身はともかくとしても、お声

を聞くということに努力を、向こうが来ないん

だからといっても、こちらが諦めずに対応して

いくということが必要ではないかと思います。

これ以上どうするんだと市長にまた言われそう

ですけども、何回も何回もその努力と、市民の

ために、買い物難民が出ないように、商工会議

所としても地元のスーパーの方も、先ほど申し

上げたように、会員にもなっております、商店

の方も会員になっておりますから、いろいろな

つながりがあって、非常に意思を表示するとい

うことも難しいところもあることはわかってお

ります。ですけども、やはり市民の要望、それ

から市の要望としても、今のまま、今のような

状態で進んで、今の状態というか、ああいうお

店があって、市の活性化にもつながるような、

ああいう状態で続けてほしいというのが皆さん

の要望でありますので、市もそういう要望に応

えていただきたいなと、そういうことに向けて

市も介入して進めていただきたいなと申し上げ

ておるわけでして、先ほども申し上げましたが、

市が悪いなどとは一言も言っておりませんので、

そこは誤解なさらないようにしていただきたい

と思います。 

 やはり期間もありません。きのうの五十嵐議
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員の質問にもありましたけども、あの空き店舗

を例えば市が使うとか、どうしたらいいのかと。

空き店舗の利用ではなくて、私は、もちろん五

十嵐議員の意見も大変貴重なご意見だと思いま

す。ですけども、空き店舗の利用ということで

はなくて、今のヨークベニマルが果たしてきた

役目というか、役割というものを引き続き市民

も求めているわけですから、そのことについて

努力をしていただきたいなと。ヨークベニマル

さんは撤退するわけですから、その後のことを

努力してほしいなということを強く申し上げた

ところでございます。私のこのご意見というも

のを市長にはおわかりいただけないでしょうか。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 今泉議員がおっしゃってること

は、もちろんごもっともなことで、市民の声だ

と思います。ただ、私に言われても、これ以上

なかなか難しいですよということを言ってるだ

けなんですよ。それを長井市の中心市街地活性

化が大変なことになるでしょう、買い物難民ふ

えるでしょう、どうしてくれるんですかという

ことをおっしゃるので、それは市の責任ではな

いと。ただし、違った意味での我々は市民の生

活を守るという役割があるので、その面ではそ

れなりの努力はしてきたつもりだと。ただし、

それに答えてもらえないので、非常に私どもと

してもじくじたる思いがあると、会議所さんと

一緒に、そういうことを申し上げてるんですね。

これ以上、タウンセンターさんを非難するのも

私としては本意でありませんので、もう言いた

くないなと思ってたんですが、言われるとやっ

ぱり言わざるを得ないんですよ。 

 ただ、再度会議所さんと相談して、タウンセ

ンターさんと、それからテナント会さんと、あ

と、オーナーである銀行さんと、やっぱりテー

ブルを設けるようなことを提案してまいりたい

と思います。この間、ある大手のスーパーのチ

ェーンの方がいらしたときは、会議所さんは立

ち会いませんでした。立ち合ってくださいと私

は言ったんですが、オブザーバーで、立ち会い

ませんでした。ただ、私どもは、今泉議員がお

っしゃるように、市民生活を守るという責任が

あるんで、立ち合わせていただきまして、そこ

から情報を得たんですけども、そこで得た情報

は、先ほど言いましたように、タウンセンター

さん側が全く準備不足で、これは失礼があった

らおわびしなきゃいけないんですが、きちっと

した方針が定まっていないようだと。なので、

長井市としてはこれ以上どうしようもすること

ができないなというような、この間の判断だっ

たんですが、きのうの五十嵐議員からも、五十

嵐議員、提案してるのに何だと、市長のその対

応はということで、おしかりいただきましたけ

ど、本当に私も頭にきてるんですが、それはそ

れとして、そんなことじゃなくて、市民のため

にやっぱり再度努力していくようにしたいと思

います。 

 なお、ちょっと一時的に買い物に困る方とい

うのは、どうしても出られるので、その対応は

考えなきゃいけないと思ってまして、菜なポー

トで以前、買い物をなかなかできない方のため

にということで、移動車みたいなもので１年半

ほどやっていたんですね。ただ、採算的には、

いわゆる生鮮食品などは大分鮮度が落ちたりし

て、生産者にも迷惑かけるということで、休ん

でるんですが、そういったことも含めて、ちょ

っと困った方ができるだけ出ないような対応は

別途考えてまいりたいというふうに思います。 

 そして、中心市街地活性化については、議会

の皆様からもご協力いただいて、いち早くまち

なかのにぎわいづくりに資するような、そうい

った施設をつくることによって、市民はもちろ

んですが、周りの市町村の皆様から長井市の中

央地区に遊びに来てもらう、あるいはついでに

食事とか、買い物してもらうということで、活

性化を図っていきたいというふうに思いますの
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で、ぜひ引き続きご指導いただきたいと思いま

す。 

○渋谷佐輔議長 ８番、今泉春江議員。 

○８番 今泉春江議員 市長のお心のうちという

か、そのお考えは十分わかりました。長井市と

しても本当に大変だと思って、苦しいお立場の

ところ、非常に理解するところです。引き続き

やはり市民の声、それからテナントの方々、先

ほども申し上げましたけれども、テナントの

方々はテナントがなくなれば、売り上げという

か、はゼロとなるわけですからね。例えば次の

方が入るまでなんていっても、その間何もでき

なければ、２カ月、３カ月、６カ月になるか、

その間も非常にやっぱり経営としては不安定に

なってしまうということもあるもんですから、

ぜひ、何度も申し上げますけども、市として主

導性というか、中心になってこの問題を解決し

ていくべき、新しい、はっきり申し上げていい

かどうかわからないですけど、先ほどの市長の

答弁の中では、新しい地元のスーパーとかとい

うような話もありましたので、ぜひそこをなる

べく早く、市民が安心できるように、テナント

の方も安心できるように、早く表明できるよう

に、発表できるように進めていただきたいと強

く希望しております。ぜひよろしくお願いいた

します。 

 次の質問に参ります。 

 リフォーム助成制度で次年度もこれを継続し

ていくと。まだ、補助率なども状況を見て検討

させていただくということでしたので、ぜひそ

のこともよろしくお願いしたいと思います。本

当にこの経済効果というのは、もうすばらしい

ものがありまして、市民にも業者にも大きく貢

献していると思います。 

 それで、私がこのたび提案いたしましたリニ

ューアル助成制度ということで、今、市長から

も高崎市とか新潟市の話が出ましたけども、さ

まざまなところでこういう新しい商店に対して、

既存の商店に対しての補助事業というのがあり

ます。先ほど市長もおっしゃいましたけど、企

業立地促進補助金、これは大きな製造業ですね、

それから、ことし長井市で起業・創業支援事業

補助金と、空き店舗を利用した、これも何件か

報告というか、出ておりますね。非常にいいこ

とだと思います。長井のにぎわいづくりには必

要なことだと思います。ですけども、今既存の

というか、今営業してらっしゃる方々は、本当

に長い間、今まで頑張って長井市の商店を支え

てくださったわけですよね。ですけども、ここ

へ来て非常に、皆さん頑張ってらっしゃいます

けども、社会状況もこのとおりですので、大変

な思いをしていることをお聞きします。 

 ですから、その商店の方がリニューアルして、

さらに観光交流センター、まちなかへ交流人口

をふやすということであるんであれば、看板と

か、中をちょっとリフォームするとか、そうい

う既存の建物への助成制度というものもしっか

りと支援していただければ、さらにまちなかの

にぎわいづくりにも大きくプラスになるんでは

ないかと考えて、この制度を申し上げたところ

でございます。 

 いろいろしてるところで、いろんな方法、助

成の金額とか、いろいろあるんですけども、ま

た、いろいろ検討していただければ、さまざま

なところで、本当に小さなところで補助できる

んじゃないかなと思います。やはり売り場面積

なども小さなところなんかでも、本当にこの補

助事業を生かして、新しい備品の購入や、それ

から、あと飲食店などでは衛生面などの、今保

健所などでも非常に厳しく衛生面を指導してお

りますので、そういうところにもこの補助事業

が使われれば、改善できるんでないかなと。や

っぱり市民にも飲食店などでは安心・安全のも

のを提供できるんじゃないかなと思って、すご

く期待するところですけど、ぜひいち早くこの

制度を新設していただきたいなと思うところで
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すけど、市長、いかがでしょうか。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 今泉議員おっしゃるように、特

にこれからは中心市街地の活性化と、あと、周

りの５つの地区についても、地区にそれぞれ小

学校、それから地区公民館とか、児童センター、

その辺あたりを中心とした拠点をやっぱりこれ

からつくんなきゃいけないと。そういった際に、

地域で頑張っておられる商店の皆様にもいろん

な形で資するように、そういった新たな補助制

度について、できるだけ早く検討して、場合に

よっては補正でもいいのかなというふうに思っ

ておりますので、当初難しかったら、補正とか

等々で、条例等の整備が必要な場合もあるかも

しれませんが、あんまり時間をかけずに、いい

ことはできるだけ早くやっていきたいなと考え

ているところでございます。 

○渋谷佐輔議長 ８番、今泉春江議員。 

○８番 今泉春江議員 ぜひよろしくお願いいた

します。地元商店の方は大変喜んで、早速利用

したいという方も出てくると思います。ぜひよ

ろしくお願いいたします。 

 そして、最後の福祉灯油ですけども、やはり

県の助成ということがありますので、県の予算

を見なければ、実行という、実施というわけに

はいかないと思いますけども、ぜひ長井市でも、

もしも県の様子がわかれば、すぐ実行していた

だきたいと思います。 

 そして、先ほどの生活保護世帯の冬季加算と

いうことなんですけども、お聞きしますと、冬

季加算が２割削減されたとお聞きしております。

そして、２カ月間、その期間がふえたというこ

ともお聞きしましたけども、トータルして、２

割削減とその期間のあれを差し引きしますと、

１割ぐらいの減というようなお話をちょっとお

聞きしたところですけども、非常に国のこうい

う制度、厳しいですね。やはりこのことも含め

て、もしも福祉灯油ということであれば、ぜひ

そのことも頭に入れていただいて、お考えいた

だければなと思いますけれども、市長、いかが

でしょうか。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 今泉議員おっしゃるように、生

活保護世帯にとっては、大変厳しい状況に改正

になったことによってなっているのかもしれま

せん。それを対象にするかしないか、生活保護

世帯をですね、それらについては、一応基準が

あるものですから、そういったお答えをしたん

ですが、どちらかというとやはりこういうのは

市町村、一緒にやっていくという、どうしても

私ども慣例がございまして、国の基準と違うと

ころをやるには、やはりこれは市の単独で考え

ざるを得ないのかなと。例えば県の補助が出た

場合、県のやっぱり要綱というのはあって、そ

れに基づいて私どもも県の制度を使って支援す

ると。そこの部分が、生活保護世帯がだめだと

いうふうになってますと、基本的にはだめなわ

けですね。ただ、その状況を改悪、結果的に改

悪だということで、それは厳しいんじゃないか

というようなことは、少し声として出ていただ

ければ、じゃあ、長井市としては、じゃあ、そ

この部分は市で単独ということになりますけど

ね、そういったことも検討することも必要なの

かもしれません。この辺は状況を見て判断させ

ていただきたいと思います。 

○渋谷佐輔議長 ８番、今泉春江議員。 

○８番 今泉春江議員 年齢が70歳、長井市の場

合、70歳以上となってますね。ほかの市町村で

65歳というところもあるので、ぜひそこのとこ

ろもご検討いただければと、もしも実施の場合

は。よろしくお願いいたします。 

 以上で質問を終わります。 

○渋谷佐輔議長 ここで昼食のため暫時休憩いた

します。再開は午後１時といたします。 

 

 




